
?
?

❖
介
護
保
険
と
は

　
介
護
が
必
要
に
な
って
も
高
齢
者
の
方
々
が
地
域
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
社
会
み
ん
な
で
支
え
あ
う
社
会

保
険
制
度
と
し
て
平
成
12
年
（
２
０
０
０
年
）
４
月
に
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
公
費
（
税
金
）
と
40
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
が
納
め
る

保
険
料
を
財
源
と
し
、
介
護
が
必
要
な
と
き
は
、
費
用

の
１
割
（
年
収
に
よ
って
は
自
己
負
担
率
が
２
割
ま
た
は

３
割
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）を
負
担
す
る
こ
と
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

❖
本
町
の
高
齢
者
を
取
り
巻
く
状
況

　
本
町
の
人
口
は
、
平
成
27
年
の
１
０
，
７
６
３
人
か
ら

令
和
元
年
に
は
９
，
９
１
７
人
と
な
り
、
８
４
６
人
の
減

少
と
な
って
い
ま
す
。

　
ま
た
、
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
人
口
も
平
成
28
年
の

４
，
０
７
２
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
の
段
階
へ
と
入
って
い
ま

す
。

　
今
後
の
将
来
予
測
で
は
、
総
人
口
、
高
齢
者
人
口
と
も

に
さ
ら
に
減
少
が
進
む一方
、
後
期
高
齢
者
は
ほ
ぼ
横
ば
い

で
推
移
し
て
い
く
と
予
測
さ
れ
て
お
り
、
介
護
保
険
財
政

に
と
って
は
、
保
険
料
負
担
者
が
減
少
す
る
こ
と
と
な
る

た
め
、急
激
な
介
護
保
険
料
の
増
大
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

教
え
て
！

『
介
護
保
険
』

【65歳以上人口の推計】

資料：独自推計（平成27年～令和元年の各年10月住民基本台帳からコーホート変化率法を用いて算出）

0 人
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

1,079 1,060 1,034 1,020 1,001 971 944 919 895 856 822 786 742 686 644

5,649 5,458 5,278 5,069 4,898 4,736 4,552 4,388 4,237 4,131 3,981 3,855 3,727
3,656 3,561

1,553 1,594 1,609 1,661 1,662 1,718 1,774 1,765 1,720 1,656 1,622 1,565 1,528 1,451 1,393

2,482 2,478 2,447
2,369 2,356 2,266 2,208 2,197 2,209 2,209 2,211 2,200 2,200 2,214 2,200

10,763
10,59010,368 10,119 9,917 9,691 9,478 9,269 9,061 8,852 8,636 8,426 8,217 8,007 7,798

37.5％ 38.5％ 39.1％
39.8％ 40.5％

41.1％
42.0％ 42.7％

43.4％ 43.7％
44.4％ 44.9％ 45.6％

45.8％ 46.1％

2,000 人

4,000 人

6,000 人

8,000 人

10,000 人

12,000 人

14,000 人

０%

５%

１０%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

０～１４歳 １５～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 総人口 高齢化率

第１号被保険者の保険料基準額
（円）

所得段階 対象者
基準額に
対する割合

保険料月額

第１段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、
生活保護等を受給している人、または本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の人

（0.5）
↓

0.3

（2,900円）
↓

1,740円

第２段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を
超え120万円以下の人

（0.75）
↓

0.5

（4,350円）
↓

2,900円

第３段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人

（0.75）

↓
0.7

（4,350円）

↓
4,060円

第４段階
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる人のうち、
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 0.9 5,220円

第５段階
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる人のうち、
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人

1.0
【基準額】 5,800円

第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 1.2 6,960円

第７段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 7,540円

第８段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 8,700円

第９段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の人 1.7 9,860円

（　）内は軽減前の割合・金額

※合計所得金額とは…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控
除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

❖
介
護
保
険
料 [

月
額
５
，
８
０
０
円]

　
平
成
12
年
（
２
０
０
０
年
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
介
護
保

険
制
度
も
本
年
度
（
令
和
３
年
度
）
で
21
年
目
を
迎
え

ま
す
。

　
介
護
保
険
法
に
基
づ
き
、
３
年
を
１
期
と
し
た
「
和

水
町
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を

策
定
し
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
第
８

期
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

❖
介
護
保
険
料
は一律
で
す
か
？

　
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
３
年
間
に
お
け

る
基
準
額
は
前
期
の
第
７
期
と
同
額
の
月
額
５
，８
０
０

円
で
す
が
、
保
険
料
の
額
は
、
所
得
な
ど
に
応
じ
て
次
の

９
段
階
と
な
り
、
低
所
得
の
方
の
負
担
が
重
く
な
ら
な
い

よ
う
に
な
って
い
ま
す
。

　
ま
た
、
公
費
の
投
入
に
よ
り
、
低
所
得
者
層
（
第
1
～

3
段
階
）
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
を
行
って
い
ま
す
。

第４期
Ｈ21～Ｈ23

4,960円
【
こ
れ
ま
で
の
介
護
保
険
料
（
月
額
）
の
推
移
】

第５期
Ｈ24～Ｈ26

5,400円

第６期
Ｈ27～Ｈ29

5,800円

第７期
Ｈ30～Ｒ２

5,800円

第８期
Ｒ３～Ｒ５

5,800円
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